
 

1 

 

 

令和４年度普通交付税等の交付決定額について  

  

 

令和４年度の普通交付税等の交付額が７月２６日（火）に閣議報告され、山梨県分について

は次のとおり決定されました。 

  

（当初算定比較） 

◎ 実質交付税（普通交付税＋臨時財政対策債）              （単位：千円、％） 

区  分 令和４年度 令和３年度 ※ 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １４９，９００，２４１ １６８，７９９，５１３ △１８，８９９，２７２ △１１．２ △１７．３ 

市町村分 ９７，２２６，２２５ １０５，１７０，１０７ △７，９４３，８８２ △７．６ △１０．４ 

計 ２４７，１２６，４６６ ２７３，９６９，６２０ △２６，８４３，１５４ △９．８ △１４．３ 

   ※12月の再算定による追加交付額（県分 109.9億円、市町村分 66.0億円）は含まず。 

 

普通交付税     

区  分 令和４年度 令和３年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １４５，６１２，２６６ １４２，８２９，９１１ ２，７８２，３５５ ＋１．９ ＋２．０ 

市町村分 ９２，３１４，５９７ ８９，７０５，９１５ ２，６０８，６８２ ＋２．９ ＋５．４ 

計 ２３７，９２６，８６３ ２３２，５３５，８２６ ５，３９１，０３７ ＋２．３ ＋３．５ 

 

    臨時財政対策債 

区  分 令和４年度 令和３年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

 県  分 ４，２８７，９７５ ２５，９６９，６０２ △２１，６８１，６２７ △８３．５ △７０．６ 

市町村分 ４，９１１，６２８ １５，４６４，１９２ △１０，５５２，５６４ △６８．２ △６３．１ 

計 ９，１９９，６０３ ４１，４３３，７９４ △３２，２３４，１９１ △７７．８ △６７．５ 

  

◎  地方特例交付金                                           （単位：千円、％） 

区  分 令和４年度 令和３年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 ５１３，８９０ ５４５，１２６ △３１，２３６ △５．７ △２．９ 

市町村分 ７７０，８２９ ７９３，１１７ △２２，２８８ △２．８ ＋２．３ 

計 １，２８４，７１９ １，３３８，２４３ △５３，５２４ △４．０ ＋０．４ 
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Ⅰ 県 分（当初算定比較） 

 

令和４年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、人口と面積を基本として配分する

包括算定経費の減や、過去に発行した県債の償還終了による公債費の減などにより減少するととも

に、収入の面では、実質法人二税が増加したことなどから、普通交付税と臨時財政対策債を合わせ

た実質交付税額は、令和３年度より１８９．０億円（１１．２％）減少し、１，４９９．０億円と

なった。  

このうち、普通交付税は１，４５６．１億円（１．９％の増）となり、臨時財政対策債は 

４２．９億円（８３．５％の減）となった。 

 

１ 普通交付税  

交付決定額は１，４５６．１億円で、令和３年度に比べ２７．８億円、１．９％の増となった。 

○ 増加理由 

・ 基準財政需要額  

人口と面積を基本として配分する包括算定経費の減や、過去に発行した県債の償還終了による

公債費の減などがあり、臨時財政対策債振替前で４３．６億円、１．８％の減となった一方で、

臨時財政対策債振替額が減少したことから、振替後の基準財政需要額は１７３．２億円、 

７．８％の増となった。  

 

・ 基準財政収入額 

実質法人二税が増加したことなどから、１４４．９億円、１８．５％の増となった。 

普通交付税額の決定方法 

普通交付税額＝基準財政需要額（臨時財政対策債振替前）－臨時財政対策債相当額 

－基準財政収入額 

     基準財政需要額＝単位費用×測定単位（人口等）×補正係数 

      基準財政収入額＝税収入の見込額×７５％ 

 

 ２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は４２．９億円で、令和３年度に比べて２１６．８億円、８３．５％の減となっ

た。 

 

３ 地方特例交付金  

  個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）に伴う減収を補塡するための交付

金（５．１億円）。自動車税減収補塡特例交付金が廃止されたことに伴い、令和３年度に比べ０．３億

円、５．７％の減となった。 
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Ⅱ 市町村分（当初算定比較） 

 

令和４年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、人口と面積を基本として算定する

包括算定経費および地域振興費の減や、高齢者保健福祉費の減などにより減少した。また、収入の

面では、市町村民税法人税割や市町村民税所得割の増などにより増加したことなどから、普通交付

税と臨時財政対策債を合わせた実質交付税額は、令和３年度より７９．４億円（７．６％）減少し、

９７２．３億円となった。 

（別添資料１・２） 

このうち、普通交付税は、９２３．１億円（２．９％の増）となり、臨時財政対策債は４９．１

億円（６８．２％の減）となった。 

また、普通交付税が配分されない不交付団体は、令和３年度不交付団体であった忍野村が新たに

交付団体となったことで、昭和町のみとなった。 

 

１ 普通交付税・・・別添資料３・４・５ 

 交付決定額は９２３．１億円で、令和３年度に比べ２６．１億円、２．９％の増となった。 

 

○ 増加理由（交付団体） 

 

・ 基準財政需要額  

人口と面積を基本として算定する包括算定経費及び地域振興費の減や、高齢者保健福祉費の減な

どにより、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額は３３．６億円、１．６％の減となった一方で、

臨時財政対策債振替額が１０５．５億円減少したことから、振替後の基準財政需要額は７２．０億

円、３．７％の増となった。 

 

・ 基準財政収入額 

市町村民税法人税割、市町村民税所得割の増などにより４７．０億円、４．５％の増となっ

た。 

   

  ※上記は令和３年度・４年度ともに交付団体である２５団体での比較。 

   

  令和４年度においては忍野村が主に固定資産税の減を要因として新たに交付団体（普通交付税０．１

億円）となった。 
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○ 不交付団体 

町 村 名 理    由 期   間 

昭和町 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和59年度から39年連続 

※全国では１都７２市町村が不交付団体（令和３年度当初は１都５３市町村） 

※参考：忍野村の不交付団体期間は昭和60年度～平成4年度、平成8年度～平成14年度、平成16年

度～平成21年度、平成24年度～令和3年度。 

 

 

 

２ 臨時財政対策債・・・別添資料６ 

臨時財政対策債は４９．１億円で、令和３年度に比べ１０５．５億円、６８．２％の減となった。 

 

３ 地方特例交付金・・・別添資料７ 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）に伴う減収を補塡するため

の交付金（７．７億円）。自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金が廃

止されたことに伴い、令和３年度に比べ０．２億円、２．８％の減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

県  分 
総務部財政課資金管理担当 今澤 
℡ 内線 2166   直通 223-1384 

市町村分 
総務部市町村課税政担当  滝口 
℡ 内線 2481   直通 223-1426 

 


